
 

 

 

 

 

 釧路市では、高齢の方や障がいをお持ちの方などで生活支援の必要な住民が、地域から孤立す

ることのないよう、地域住民や様々な団体・事業者に協力をいただきながら、日常生活や業務の

中で地域をさりげなく見守り、必要な支援につなげます。 

 

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 見守られる方のプライバシーにも配慮して、「見張り」や「監視」にならないように見守り活動

を行ってください。 

〇 長く活動を続けていただくために、見守り活動は本来業務の中でできる範囲で行ってください。 

 

 

 

〇 協力事業者が通常業務の中で異変を発見した場合に、連絡又は通報をお願いします。 

〇 協力事業者が独自の安否確認を実施している場合は、その取り組みの継続をお願いします。 

〇 市に対して連絡をお願いする場合は、次のとおりです。 

協力事業者 連絡をお願いする場合 

安否確認の制度がある協力事業者 ・安否確認の制度によっても、なお、本人の安否が確認

できない場合 

・安否確認の制度に登録していない世帯については、通

常の業務の中で異変を感じた場合 

安否確認の制度がない協力事業者 通常の業務の中で異変を感じた場合 

各事業者共通 上記のほか、支援が必要と感じた場合 

〇 前記のほか、家の中で人が倒れていることが明らかであるなど、特に緊急を要する場合は、 

消防署（119番）、警察署（110番）への通報をお願いします。 

１ 地域見守り活動の仕組み 

３ 連絡・通報の考え方 

２ 地域見守り活動を行うにあたって 

④ 通報 

⑤ 確認結果報告 

① 見守り 

緊急対応が必要なときは 

消防・警察へ通報 

異変があればすぐに市へ連絡 

② 通報 

③ 状況確認 
要支援者 

釧路市 

消防・警

協力事業者 

② 異変等の連絡 

連絡を受けた市は現場を確認 

確認結果を連絡者に報告 

現場確認で必要に応じ 

消防・警察へ通報 

平 時： 

異変発見時： 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平日の日中＞ 釧路地区 釧路市福祉部社会援護課 0154-31-4536（直通） 

       阿寒地区 釧路市阿寒町行政センター保健福祉課 0154-66-2121（直通） 

       音別地区 釧路市音別町行政センター保健福祉課 01547-9-5151（直通） 

＜休日・夜間＞  0154-23-5151（釧路市役所代表） 

＜緊 急 時＞  消防署 119番   警察署 110番 

 

 

 

〇 確認対象者の状況については、連絡者に報告するものとします。 

〇 連絡内容に誤りがあった場合や連絡を行うことができなかった場合であっても、確認対象者に

生じた問題について、その責任を問うことはありません。 

 

 

 

 

 

 

４ 異変に気づくためのポイント(安否確認が必要な場合) 

５ 連絡・通報窓口 

６ 連絡者への対応 

 

・ポストに郵便物や新聞が数日分たまっている。 

・カーテンが日中も閉められた状態、または、夜なのに開いたままの状態が何日も続いて

いる。 

・玄関や室内の電灯が点いた状態、または、消えた状態が何日も続いている。 

・同じ洗濯物が何日も干されている。 

・住宅から異臭、異音がしている。 

・保護者の気配がなく、子どもが泣き叫んでいる。 

訪問回数がほぼ毎日の場合 

 

・ポストに郵便物や新聞が数日分たまっている。 

・家人に何か月間も会えない。 

・メーターの数値が異常である。 

・以前に訪問したときから極端に状況が変わっている。（家のまわりが異常に散らかってい

る、庭の草が伸び放題である、ペットが衰弱しているなど） 

・住宅から異臭、異音がしている。 

・保護者の気配がなく、子どもが泣き叫んでいる。 

訪問回数が月に１、２回の場合 



相談・支援窓口 

● 高齢者に関わる相談・支援 

相談・支援窓口 担当地区 

西部地域包括支援センター 

電話：0154-55-2666  

住所：釧路市昭和190番地4462（老健くしろ内） 

青山・大楽毛・大楽毛北・大楽毛西・大楽毛南・音羽・北園・駒牧・

桜田・昭和・昭和北・昭和中央・昭和町・昭和南・新富士町・鶴丘・

鶴野・鶴野東・鳥取大通・鳥取北・鳥取南・中鶴野・新野・西港・ 

北斗・星が浦大通・星が浦北・星が浦南・美濃・安原・山花 

中部北地域包括支援センター 
電話：0154-36-1233 
住所：釧路市文苑4丁目65番2号 

（ふみぞの東陽ビルⅠ １階） 

愛国・愛国西・愛国東・芦野・入江町・光陽町・豊川町・中園町・ 

東川町・広里・文苑・古川町・美原 

中部南地域包括支援センター 

電話：0154-24-1102 

住所：釧路市堀川町8番４３号 

（ケアコートひまわり内） 

暁町・旭町・海運・春日町・川上町・川北町・川端町・北大通・ 

喜多町・共栄大通・黒金町・寿・駒場町・幸町・栄町・治水町・ 

白金町・新栄町・新川町・新釧路町・新富町・新橋大通・末広町・ 

住之江町・宝町・中島町・仲浜町・浪花町・錦町・花園町・浜町・ 

双葉町・堀川町・松浦町・南浜町・柳町・若草町・若竹町・若松町 

東部北地域包括支援センター 

電話：0154-42-0600 

住所：釧路市鶴ヶ岱1丁目10番46号 

入舟・浦見・大川町・大町・貝塚・柏木町・材木町・春湖台・知人町・

城山・住吉・千歳町・千代ノ浦・鶴ヶ岱・幣舞町・春採（5丁目15～

18番、7丁目、8丁目1～2番、8丁目6～9番）・富士見・ 

弁天ヶ浜・緑ヶ岡・港町・南大通・宮本・武佐・弥生・米町 

東部南地域包括支援センター 

電話：0154-42-8222 

住所：釧路市春採４丁目１０番１５号 

興津・桂恋・桜ヶ岡・紫雲台・白樺台・高山・春採（1～4丁目、 

5丁目1～14番、5丁目19～22番、6丁目、8丁目3～5番、 

8丁目10～17番）・益浦・三津浦 

阿寒地域包括支援センター 
 電話：0154-66-2121 
住所：釧路市阿寒町中央１丁目４番１号 

（阿寒町行政センター内） 

阿寒地区 

音別地域包括支援センター 
電話：01547-9-5252 
住所：釧路市音別町中園2丁目119番地1 

（音別町福祉保健センターほほえみ内） 

音別地区 

釧路市福祉部介護高齢課 

電話：0154-23-5185 

 住所：釧路市黒金町7丁目5番地（釧路市役所） 

 

  



● 障がい者に関わる相談・支援 

釧路市障がい者基幹相談支援センター 

 電話：0154-65-6500 

住所：釧路市双葉町17番18号 

釧路市障がい者虐待防止センター 

電話：0154-25-3500 

 住所：釧路市白金町2番14号 

釧路市福祉部障がい福祉課 

電話：0154-31-4537 

 住所：釧路市黒金町7丁目5番地（釧路市役所） 

 ＊阿寒地区にお住いの方に関わる相談・支援窓口は、阿寒町行政センター保健福祉課（電話：0154-66-2121）となります。 

 ＊音別地区にお住いの方に関わる相談・支援窓口は、音別町行政センター保健福祉課（電話：01547-9-5252）となります。 

 

● 母子世帯や児童虐待に関わる相談・支援 

釧路市こども保健部こども支援課 

電話：0154-31-4204 

住所：釧路市黒金町7丁目5番地（釧路市役所） 

釧路市こども保健部健康推進課 

 電話：0154-31-4525 

 住所：釧路市錦町2丁目4番地（ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌMOO3階） 

＊阿寒地区にお住いの方に関わる相談・支援窓口は、阿寒町行政センター保健福祉課（電話：0154-66-2121）となります。 

 ＊音別地区にお住いの方に関わる相談・支援窓口は、音別町行政センター保健福祉課（電話：01547-9-5252）となります。 
 

● 生活困窮者に関わる相談・支援 

釧路市生活相談支援センター 

 電話：0154-65-1250 

 住所：釧路市北大通12丁目1番地14（ﾋﾞｹﾝﾜｰｸﾋﾞﾙ1階） 

釧路市福祉部社会援護課 

電話：0154-31-4543 

 住所：釧路市黒金町７丁目５番地（釧路市役所） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無表情、 
ふさぎ込んでいる、 
話をしようとしない 

異臭がするなど以前と比べて 
体の状態が不自然である 

以前と比べて動作が不自由、 
顔色が悪く、生気がない 

こんな時、ご連絡・ご相談ください 

極端に痩せている 

生活が困窮 
している状況が 
うかがわれる 

夏でも厚着をしている 

不自然なケガや 
アザが見られる 体や服が異常に 

汚れている 

http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&rlz=1T4FTJA_jaJP464JP464&biw=1399&bih=583&tbm=isch&tbnid=Hgg6sV9ewVO7tM:&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2128392731393912001&docid=Ms2rBzlYTz_urM&imgurl=http://rr.img.naver.jp/mig?src=http://imgcc.naver.jp/kaze/mission/USER/7/4/7694/2810/9714912ce302be6d7bfaf1c7d96b626e.jpg/300/600&twidth=300&theight=600&qlt=80&res_format=jpg&op=r&w=277&h=360&ei=FWPKUr7VFM-2lQX_moHoDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=139&tbnw=107&start=22&ndsp=32&ved=1t:429,r:24,s:0,i:155&tx=77&ty=71
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4FTJA_jaJP464JP464&biw=1399&bih=583&tbm=isch&tbnid=TWNqSWZMbOMshM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.jp/%E3%83%8F%E3%82%A8-%E5%BE%AE%E7%AC%91-5651417.html&docid=22rsr1_EaXQAdM&imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp5651417.jpg&w=450&h=415&ei=anDLUuHRMtCIkgXh04GoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=159&dur=702&hovh=216&hovw=234&tx=67&ty=157&page=1&tbnh=143&tbnw=155&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:0,i:104
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4FTJA_jaJP464JP464&biw=1399&bih=583&tbm=isch&tbnid=TWNqSWZMbOMshM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.jp/%E3%83%8F%E3%82%A8-%E5%BE%AE%E7%AC%91-5651417.html&docid=22rsr1_EaXQAdM&imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp5651417.jpg&w=450&h=415&ei=anDLUuHRMtCIkgXh04GoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=159&dur=702&hovh=216&hovw=234&tx=67&ty=157&page=1&tbnh=143&tbnw=155&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:0,i:104
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